
2004 年 1 月号 
 
○国際出願の電子出願手続き 
スペイン特許商標庁が 2004 年 1 月 15 日から電子出願手続きを開始 

 
○2004 年 1 月版の国際予備審査請求書 
国際予備審査請求書の提出に際しては、国際出願日に関係なく 2004 年 1 月版の国際予備審査

請求書を使用してください 
 
○パリ条約（ナミビア及びサウジアラビアが加入） 
 
○国際事務局による第三者への国際予備審査報告書の写しの提供 

PCT 規則 94.1（c）に基づき、国際事務局に第三者への国際予備審査請求書の写しの提供を請

求した選択官庁 
 
○委任状提出要件の放棄 

PCT 規則 90.4(d)又は 90.5(c)に基づき、別個の委任状提出要件又は包括委任状の写しの提出要

件を放棄又は放棄していない旨を通知した官庁 
 
○PCT 規則 66.1 の２(b)の適用につき通知した国際予備審査機関（EPO） 
 
○国際事務局の就業日でない日 
 
○PCT 最新情報 
・CO ：管轄国際調査及び予備審査機関；手数料 
・CU ：管轄国際調査及び予備審査機関 
・ES ：電子出願；管轄国際調査及び予備審査機関；手数料；微生物及び他の生物材料の寄託に

関する指定（選択）官庁としての要件 
・MX ：管轄国際調査及び予備審査機関 
・UA ：官庁名；所在地；アドレス；電話及びファックス番号；e-mail 及びインターネットアド

レス 
・VC ：一般情報（「出願人の手引き」用差し替えページ参照） 
・国際調査に関する調査手数料及びその他の手数料（巻末手数料表参照） 
・予備審査手数料及び国際予備審査に関する手数料（スペイン特許商標庁） 
・取扱手数料（韓国知的財産庁） 
 
○PCT 出版物 

PCT ガゼット特別号（締約国、各国及び広域特許庁及び国際機関） 
 
○インターネット PCT 資料の最新／更新情報 
・PCT 規則及び移行措置 
・PCT 規則変更：パワーポイントプレゼンテーション 
・願書及び国際予備審査請求書 
・セミナー用資料（英語版の更新） 
 
○EPO からのお知らせ 
・ヨーロッパ広域段階移行のための様式の変更 
・Euro-PCT 出願（EP を指定する PCT 出願）において、パリ条約加盟国以外の WTO/TRIPS メ

ンバー国への出願を最先の基礎出願として優先権主張している場合 
 
○プラクティカル・アドバイス 
・US の指定を取り下げるための署名要件 
・2004 年 1 月 1 日以降に旧願書により国際出願した場合の影響 
 
○以下の情報の一覧 

PCT セミナーカレンダー、PCT 手数料表、PCT 締約国一覧 
2003 年 PCT ニューズレター・インデックス 



2004 年 2 月号 
 
○電子出願が全ての出願人に利用可能に 
受理官庁としての国際事務局（RO/IB）は、2004 年 2 月 12 日以降、あらゆる国際出願を電子

形式で受理し処理することが可能になる旨を公表した。PCT-SAFE について 
 
○PCT 条約第 22 条（1）：不適合通知の取下げ（ノールウェー） 

2004 年 2 月 1 日以降、ノールウェーへの国内移行期限は優先日から 31 ヶ月に 
 
○欧州特許条約（ポーランドの加入） 

2004 年 3 月 1 日以降、ポーランドは EPC に拘束されることになる 
 
○PCT 実施細則の改正 
実施細則の Annex F（Appendix I を含む）にさらなる修正が加えられた 

 
○IB による第三者への IPER の写しの提供 

PCT 規則 94.1（c）に基づいて、選択官庁としてのオーストラリア及びノールウェーから国際

事務局に通知された 
 
○委任状の放棄 

PCT 規則 90.4（d）及び 90.5（c）に基づく通知（別個の委任状及び／又は包括委任状の写しの

提出要件について放棄又は非放棄を通知した官庁） 
 
○PCT 最新情報 
・US ドルにて支払われる手数料（2004 年 4 月 1 日以降の換算額） 
・DE ：手数料についての訂正 
・EP ：ｅメイルアドレス；手数料についての訂正 
・IB ：手数料についての訂正 
・調査手数料（ヨーロッパ特許庁及び韓国知的財産権庁における換算額の変更） 
・取扱手数料（ロシア特許庁及び米国特許商標庁における換算額の変更） 
 
○インターネット PCT 資料の最新／更新情報 
・移行措置を含む PCT 規則の統合版（フランス語版が利用可能に） 
・願書及び国際予備審査請求書の様式（ロシア語版が利用可能に。英語、フランス語、ドイツ語

及びスペイン語による記入例が利用可能に） 
・留保及び不適合に関する一覧表（英語、フランス語、ドイツ語及びスペイン語で更新） 
 
○プラクティカル・アドバイス 
・指定の取下げ手続き 
 
○以下の情報の一覧 
電子出願の受付準備が整った受理官庁一覧、PCT セミナーカレンダー、PCT 手数料表 
PCT 締約国一覧 



2004 年 3 月号 
 
 
○ 10 周年記念号 
この号は、1994 年 3 月に PCT ニューズレターが創刊されてから 10 周年となるものです。 

 
○ インターネット PCT 資料の最新／更新情報 
・ PCT 規則改正についてのビデオプレゼンテーション 
・ PCT 様式：新たに「取り下げ通知」（PCT/IB/372）が利用できるようになりました。この様式

は、編集可能な PDF 形式のものであり、国際出願、指定、優先権の主張、予備審査請求又は

選択の取り下げの際に利用できます。 
・ PCT 国際調査及び国際予備審査ガイドライン：改訂版が確定しましたので間もなく PCT ウェ

ブサイトに掲載されます。また、3 月 25 日発行の PCT ガゼット特別号にも掲載されます。 
・ セミナー資料：ドイツ語によるセミナー資料が更新されました（日本語版の更新はもうしば

らくお待ちください）。 
 
○ PCT 電子ガゼットのプロトタイプが製品版になります 
明細書及び請求の範囲のフルテキスト検索機能等の新機能を搭載した PCT 電子ガゼットが製

品版として利用できるようになりました。 
 
○ PCT 統計－2003 年 1 月から 12 月までの統計 

2003 年に WIPO は 110,065 件の国際出願を受理しましたが、これは前年比 3.5％の減少です。

日本からの国際出願は 16,774 件で世界第 2 位となりました。その他、IPC 分野別の出願割合、

出願件数ベストテン企業等の情報が掲載されています。 
 
○ 委任状提出要件の放棄 

PCT 規則 90.4（d）及び 90.5（c）に基づく通知（別個の委任状及び／又は包括委任状の写しの

提出要件について放棄又は非放棄を通知した官庁） 
放棄：EP, PT  非放棄：AZ, GE, IE 

 
○ 工業所有権機構（ギリシャ）：2004 年 2 月 13 日の休庁について 
 
○PCT 最新情報 
・ BZ ：手数料（国内手数料の変更） 
・ IB ：手数料（USD の換算額の変更） 
・ JP ：手数料（2004 年 4 月 1 日以降に出願される国際出願の国内手数料（出願手数料）変更） 
・ PT ：代理人に関する要件 
・ SG ：手数料（SGD の換算額の変更） 
・ 調査手数料（ヨーロッパ特許庁、韓国知的所有権庁、スペイン特許商標庁、スウェーデン特

許庁、米国特許商標庁）：換算額の変更。手数料表Ⅰ(b)参照。 
・ 国際調査に関する手数料（欧州特許庁：減額条件の変更、韓国知的所有権庁：追加手数料の

変更） 
・ 予備審査手数料及び国際予備審査に関する手数料（韓国知的所有権庁）：手数料の変更 
 
○ ヨーロッパ特許庁：調査及び審査の制限範囲の明確化（米国の居住者又は国民による国際出

願に対する管轄制限の明確化） 
 
○ プラクティカル・アドバイス 

US の自動指定：出願人／発明者が PCT 非締約国の居住者かつ国民である場合の影響について 
 
○ 以下の情報の一覧 

PCT セミナーカレンダー、PCT 手数料表、PCT 締約国一覧 



2004 年 4 月号 
 
 
○ パリ条約（アンドラの加入） 
アンドラ（AD）が 2004 年 3 月 2 日に「工業所有権保護のためのパリ条約」への加入書を寄託

し、当該条約の 167 番目の締約国となりました。アンドラは 2004 年 6 月 2 日からパリ条約に

拘束されることになります。 
 
○ ブダペスト条約（チュニジアの加入） 
チュニジア（TN）が 2004 年 2 月 23 日に「特許手続上の微生物寄託の国際的承認に関するブ

ダペスト条約」への加入書を寄託し、当該条約の 59 番目の締約国となりました。ブダペスト条

約は、チュニジアに対して 2004 年 5 月 23 日から効力を生じます。 
 
○ PCT 出版物 
・PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン 

2004 年 3 月 25 日に発効した新たなガイドラインは、2004 年 1 月 1 日以降に出願された国際

出願に適用されます。この新しいガイドラインは、PCT ガゼットの特別号（No. S-02/2004, 
2004 年 3 月 25 日）として発行される他、PCT のウェブサイトでも利用可能です。 

・PCT 出願人の手引（PCT Applicant’s Guide）差し替え用紙 
2004 年 1 月 1 日分の差し替え用紙が間もなく購読者に配布されます。 

・PCT ニュースレター、日本語翻訳の第 100 号 
発明協会（JIII）発行の発明誌に掲載されている「WIPO PCT 便り」（PCT ニュースレターの

日本語翻訳）が通算 100 号を迎えました。 
 
○ インターネット PCT 資料の最新／更新情報 
・PCT に基づく規則（経過措置を含む） 

2004 年 1 月 1 日に発効した PCT に基づく規則の日本語版が PCT 日本語ホームページで利用

可能になりました。 
・IP オフィスの閉庁日 

PCT 締約国の IP オフィスの閉庁日を PCT ウェブサイトで確認することができます。 
 
○ 国際事務局による国際予備審査報告の第三者への提供 

PCT 規則 94.1（c）に基づく選択官庁からの通知（EG、SY） 
 
○ 委任状提出要件の放棄 

PCT 規則 90.4（d）及び 90.5（c）に基づく通知（別個の委任状及び／又は包括委任状の写しの

提出要件について放棄又は非放棄を通知した官庁） 
放棄：GB、NL、TR  非放棄：MX 

 
○ PCT 最新情報 
・ CA ：手数料（国際出願手数料等の CAD 換算額の変更） 
・ HU ：ブダペスト条約に基づく国際寄託機関（NCAIM）の住所変更 
・ KR ：手数料（優先権書類の送付請求手数料、国内手数料の変更） 
・ NZ ：手数料（国際出願手数料等の NZD 換算額の変更） 
・ 調査手数料（オーストラリア特許庁、EPO、スウェーデン特許庁、USPTO）：ZAR、EUR、

NOK の換算額の変更 
 
○ PCT-SAFE 最新情報 

2004 年 4 月 1 日に PCT-SAFE クライアントソフトウェアの新しいバージョンがリリースされ

ました。詳細は PCT-SAFE のウェブサイトをご覧ください。 
 
○ アイルランドでの郵便業務の中断（2004 年 3 月 22 日） 
 
○ 韓国知的所有権庁：2004 年 4 月 15 日の閉庁 
 
○ プラクティカル・アドバイス 

US の自動指定：米国への国内移行を意図していない場合の「発明者のみ」の表示について 



○ 以下の情報の一覧 
PCT セミナーカレンダー、PCT 手数料表、PCT 締約国一覧 



2004 年 5 月号 
 
 
○ PCT 第 22 条（1）：不適合通知の取下げ 
ブラジル（2004 年 4 月 30 日発効） 
ブラジルによる不適合通知の取下げにより、PCT22 条（1）に基づく 30 ヶ月の国内移行期限

が適用されない加盟国の官庁の数は 8 となりました（英語版の第 2 頁に一覧があります）。 
 
○ 国際出願の電子出願手続 
受理官庁としての日本国特許庁（JPO）が、2004 年 4 月 28 日から国際出願の電子出願受付

を開始しました。JPO の電子出願に関する条件等のお知らせは、PCT Gazette No. 17/2004, 
Section IV に掲載されています。 
 

○ ハラレ議定書（ナミビアの加入） 
ナミビアがアフリカ広域工業所有権機関（ARIPO）により形成されるハラレ議定書への加入

書を寄託し、2004 年 4 月 24 日から当該議定書に拘束されることになりました。 
 
○ パリ条約（パキスタンの加入） 
パキスタン（PK）が工業所有権の保護に関するパリ条約への加入書を寄託し、2004 年 7 月

22 日から当該条約に拘束されることになりました。 
 
○ 世界貿易機関（ネパールがメンバーに） 
ネパール（NP）が 2004 年 4 月 23 日に世界貿易機関（WTO）のメンバーになりました。 

 
○ 欧州特許のクロアチアへの拡張 

2004 年 4 月 1 日以降、欧州特許のクロアチアへの拡張が可能になりました。 
 
○ PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン改訂版 

2004 年 1 月 1 日に発効した PCT 規則改正に対応したガイドラインが利用可能になったこと

は先月号にてお知らせしましたが、このガイドラインは国際調査及び予備審査に関する詳細

な情報を提供するのみならず、PCT 出願を準備して提出するまでの情報を含めた手続の概要

についても記載されていますので、是非ご利用ください。 
 
○ 国内移行期限 
各指定／選択官庁における国内移行期限についての一覧表の最新版が今月号（英語版）に掲

載されています。 
 
○ 委任状提出要件の放棄 

PCT 規則 90.4（d）及び 90.5（c）に基づく通知（別個の委任状及び／又は包括委任状の写

しの提出要件について放棄又は非放棄を通知した官庁） 
放棄：MD 

 
○アイルランドでの郵便業務中断の終了（2004 年 3 月 22 日～4 月 30 日） 



 
○ PCT 最新情報 
・ ES ：手数料（予備審査手数料の 75％減額について） 
・ JP ：手数料（文字コード形式で電子出願された場合の減額手数料）、微生物及びその他の

生物材料の寄託機関 
・ 調査手数料（欧州特許庁、オーストラリア特許庁） 
 ：欧州特許庁において国際調査がなされる場合の調査手数料の JPY 換算額が 2004 年

6 月 1 日から変更されます（英語版の手数料表 I（b）参照）。 
 
○ インターネット PCT 資料の最新／更新情報 
・ PCT 規則改正についてのビデオ・プレゼンテーション 
英語によるビデオ・プレゼンテーションに加え、仏語、独語及び日本語によるプレゼンテー

ションが利用可能になりました。 
・ 改正された PCT 規則 
独語版が利用可能になりました（日本語版は、日本語ウェブサイトにて既に利用可能です）。 

・ PCT 年次報告（2003 年） 
2003 年の PCT 年次報告が英語版に加えて日本語版でも利用可能です。 

・ 国内／広域段階への移行期限一覧表 
2004 年 5 月 1 日現在のものが英語版、仏語版にて利用可能です。 

 
○ プラクティカル・アドバイス 
全ての PCT 締約国の自動指定：当該締約国の国内段階への移行を意図していない場合、指定

の取下げは必要か？ 
 
○ 以下の情報の一覧 
国内／広域段階への移行期限、PCT セミナーカレンダー、PCT 手数料表、PCT 締約国一覧 



2004 年 6 月号 
 
 
○ PCT 出願人ランキング（2003） 

2003 年に国際公開された 107,729 件の国際出願のうち、225 の出願人が 50 件以上の出願を

しました。今月号には、それらの出願人名（筆頭出願人のみ）と公開件数のリストが掲載さ

れています。 
 
○ PCT リフォーム 

2004 年 5 月 3～7 日、ジュネーブにて第 6 回 PCT リフォーム・ワーキンググループが開催

されました。ワーキンググループでは、「発明の単一性を満たさない場合の簡素化された異議

申立手続」「配列リストの遅れた提出に対する遅延提出手数料」「2004 年 1 月 1 日に発効し

た PCT 規則改正についての修正」についての規則改正を 2004 年 9 月に開催される PCT 同

盟総会に提案することが合意されました（2005 年 1 月 1 日に発効予定）。また、その他、「優

先権の回復」「明らかな誤記の訂正（明白な誤り）」「国際出願の欠落補充」「署名要件」「複数

言語による国際公開」「国際調査の品質向上」「国内段階におけるある種の変更の単一の記録」

「遺伝資源及び伝統的知識の特許出願おける出所表示の宣言に関するスイス提案」について

検討されましたが、これらは次回会合以降にさらに検討を続けることとされました。 
 
○ 「PCT 出願人の手引」購買者の方々へ 

「PCT 出願人の手引」は年 2 回（1 月と 7 月）に最新版の差し替えページを紙形式にて購買

者の方々に発送していますが、本年に限り年 1 回（1 月のみ）とさせていただきます。 
 
○ PCT 最新情報 
・ NI ：送付手数料の変更 
・ UA ：電話及びファックス番号の変更 
・ US ：USPTO 所在地の表示変更 
・ 調査手数料（欧州特許庁）： 

2004 年 8 月 1 日から EPO において国際調査を行う場合の調査手数料の日本円換算額が変

更されます（手数料表Ｉ(b)参照）。 
 
○ インターネット PCT 資料の最新／更新情報 
・ PCT 規則の変遷 

1970年 6月 19日から 2004年 1月 1日までのPCT規則の変遷をまとめた「History of the PCT 
Regulations」（英語版）が PCT のウェブサイトで利用可能です。 

・ PCT 年次報告（2003） 
フランス語版、ロシア語版が利用可能になりました（英語版、日本語版は既に利用可能です）。 

・ セミナー資料 
セミナー資料のアップデート情報（日本語版もアップデートされたと記載されていますが、

現在編集中ですので、もう少しお待ちください） 
・ 関係官庁の閉庁日 
 
○ 国際出願の電子出願処理（韓国知的財産庁からのお知らせ） 



 
○ RO/GB における PCT 様式の色変更 
 
○ 願書及び予備審査請求書の様式について 

願書及び予備審査請求書は、従前 6 ヶ月おきに改訂されていましたが、今後は必要な時にの

み改訂されます。 
 
○ プラクティカル・アドバイス 
委任状提出要件の放棄について；多くの官庁において委任状提出要件が放棄されましたが、

取下げに関する通知には、全ての出願人が署名した委任状が必要になります。また、国際事

務局は要件を放棄していませんので（ただし、RO/IB は放棄）、名称変更等の通知、19 条補

正書の提出、優先権主張の補充又は追加などの手続をする際には、少なくとも「みなされた

共通の代表者」が署名した委任状の提出が求められます。 
 
○ 以下の情報の一覧 

PCT 出願人ランキング、PCT セミナーカレンダー、PCT 手数料表、PCT 締約国一覧 



2004 年 7 月号 
 
 
○ カナダ知的財産権庁における国際調査及び予備審査機関としての業務開始 
カナダ知的財産権庁が 2004 年 7 月 26 日から ISA 及び IPEA としての業務を開始します。 

 
○ 委任状提出要件の放棄 

英語版 PCT ニューズレターの 8 及び 9 ページに、PCT 規則 90.4(b)及び 90.5(a)(ii)に基づく

委任状提出要件を放棄した官庁／機関についての表が掲載されています。この表には、基本

的に委任状提出要件を放棄したものの、委任状の提出を求める特別な場合についても掲載さ

れています。また、この表は PCT ウエブサイトにも掲載されています（日本語ウエブサイト

からもリンクを張っています）。 
 
○ PCT 規則 90.4(d)及び 90.5(d)に基づく通知（委任状提出要件） 

放棄：IL  非放棄：MK 
 
○ PCT 最新情報 
・ IS ：PCT 第 22 条(3)及び第 39 条(1)(b)に基づく国内段階移行期限の変更（優先日から 31

ヶ月に変更） 
・ JP ：手数料（2004 年 9 月 1 日から、国際出願手数料、30 頁を超える用紙毎の手数料；

PCT-EASY 及び電子出願による手数料の減額について日本円換算額が変更されます。

手数料表 I(a)及び脚注を参照） 
・ NZ ：手数料（国際出願関係の手数料について NZD 換算額が変更されます） 
・ PT ：手数料（送付手数料及び優先権書類手数料が変更されました） 
・ 調査手数料（オーストラリア特許庁、日本特許庁） 

2004 年 9 月 1 日から、オーストラリア特許庁において国際調査をした場合の CHF 及び

EUR 換算額が変更されます。また、日本特許庁において国際調査をした場合の CHF 換

算額も変更されます。手数料表 I(b)を参照） 
・ 取扱手数料（日本特許庁） 

2004 年 9 月 1 日から、国際予備審査機関としての日本特許庁における取扱手数料の日

本円換算額が変更されます。手数料表 II を参照。 
 
○ PCT 出版物 
(1) PCT 受理官庁ガイドライン 

2004 年 1 月 1 日からの変更された「PCT 受理官庁ガイドライン」が PCT ガゼット特別号（No. 
S-03/2004(E)及び(F)、2004 年 6 月 17 日）として発行されました。 

(2) PCT に基づく実施細則 
2004 年 2 月 12 日からの「PCT に基づく実施細則」の統合版が PCT ガゼット特別号（No. 
S-04/2004(E)及び(F)、2004 年 7 月 1 日）として発行されました。この実施細則は PCT ウエ

ブサイトにも掲載されています（日本語ウエブサイトからもリンクを張っています）。 
(3) 締約国、国内／広域官庁及び国際機関についての一般情報 
締約国、国内／広域官庁及び国際機関についての一般情報の統合版が PCT ガゼット特別号

（No. S-05/2004(E)及び(F)、2004 年 7 月 8 日）として発行されます。 
(4) PCT ガゼット・インデックス（2003） 
英仏二ヶ国語による PCT ガゼットのインデックス（2003）が 2004 年 6 月 17 日に発行され

ました。CD-ROM でのみ利用可能です。 


